
                         

平成 27 年２月 12 日 

各位 
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経営改善委員会委員の追加選任及び委員長選任に関するお知らせ 

 

 平成27年２月7日付「経営改善委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、

当社では、平成 27 年２月６日に経営改善委員会を設置し、第三者委員会の調査報告書において指

摘された問題点、提言された再発防止策の内容を踏まえて、改善に取り組んでおります。当該取

組みを進める中で、経営改善委員会より、外部の有識者等である委員２名の追加選任が提案され

たため、本日開催の取締役会において、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、追加選任に伴い、経営改善委員会委員の互選により、浅井満氏が委員長に選任されまし

たので併せてお知らせいたします。 

記 

 

１．追加選任された委員 

 （１）浅井 満  （公認会計士 浅井満公認会計士事務所） 

 （２）澤井 英久 （弁護士 新四谷法律事務所代表） 

 

２．選任の理由 

  浅井氏、澤井氏ともに現在に至るまで当社と取引関係がなく、経営改善委員会の構成の公正

性を期す観点から適切と判断し、追加選任いたしました。 

浅井氏は、公認会計士として大手監査法人のパートナーなどを務め、会計及び内部統制等に

ついて豊富な知識と長年にわたる経験を有していることから委員に選任するものであります。 

澤井氏は、弁護士として第二東京弁護士会会長や日本弁護士連合会副会長等を歴任され、企

業のコンプライアンスについて豊富な知識と長年にわたる経験を有していることから委員に選

任するものであります。 

 

３．委員長 

  浅井 満 

 

４．委員長選任の理由 

  浅井氏は、上記記載の通り、公認会計士として会計及び内部統制等について豊富な知識と長

年にわたる経験を有しており、かつ、現在に至るまで当社と取引関係もなく、経営改善委員会

の公正性を期す観点から最も適切であるとして、委員の互選により委員長に就任することとな

りました。 

なお、委員長は、経営改善委員会の招集権者であり、経営改善委員会において議長として会

議を取り纏める役割を有します。但し、委員長の議決権は 1 個であり、委員会の決議が可否同



                         

数となった場合であっても決裁権は有しておりません。 

 

５．委員会の構成 

委 員 長 ： 浅 井 満 （公認会計士 浅井満公認会計士事務所） 

委 員  澤 井 英 久 （弁護士 新四谷法律事務所代表） 

  米 正 剛 （当社顧問弁護士 森・濱田松本法律事務所） 

  藤井 江美 （当社代表取締役社長） 

  山中 孝一 （当社社外取締役） 

  高山 丈二 （当社社外監査役） 

  遠藤 義明 （当社管理本部本部長） 

 経営改善委員会の構成の公正性を期す観点から、委員の過半数を社外役員又は外部の有識者と

しています。 

 

以上 


